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数研出版株式会社

「高等学校 現代の国語 教授資料／現国 709」訂正のお願い

　常日頃は弊社書籍をお使いいただき，厚く御礼申し上げます。
　さて，大変恐縮に存じますが，本書に下記の誤りがございました。心よりお詫び申し上げますとともに
訂正内容についてご報告させていただきます。
　誠に恐れ入りますが，ご指導の際にはご留意を賜りますようお願い申し上げます。
　不備を残しまして，ご迷惑をおかけいたしますこと，重ねてお詫び申し上げます。

訂正箇所 原文 訂正文頁 行

【１分冊】
119

中段
「語句解説」
8東証一部上場
の大企業

※【１分冊】119 頁は東京証券取引所の再編に伴う記述の変更です。

８
東
証
一
部
上
場
の
大
企
業　
〔
注
③
東
証
一
部
上
場
―

東
京
証
券
取
引
所
の
市
場
第
一
部
で
株
式
な
ど
を
売
買
の
対

象
に
す
る
こ
と
。
東
京
・
名
古
屋
の
二
取
引
所
で
は
、
一
般

に
初
め
て
上
場
が
承
認
さ
れ
た
会
社
は
、
ま
ず
第
二
部
に
指

定
さ
れ
、
そ
の
後
資
格
を
満
た
す
と
第
一
部
に
上
場
で
き

る
。〕　
東
京
証
券
取
引
所
の
市
場
第
一
部
で
株
式
な
ど
を
売

買
の
対
象
と
す
る
大
企
業
。
株
式
と
は
株
式
会
社
の
資
本
を

構
成
す
る
単
位
で
あ
る
。
株
主
は
会
社
の
出
資
者
と
し
て
株

式
を
所
有
し
、
そ
の
会
社
の
所
有
権
の
一
部
を
持
つ
。
し
た

が
っ
て
、
株
式
会
社
が
自
社
の
株
を
市
場
に
上
場
す
る
と
、

不
特
定
多
数
の
者
が
そ
の
会
社
の
所
有
権
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
株
価
は
、
そ
の
企
業
の
株
式
の
需
要
と
供
給
に
よ
っ
て

決
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
価
は
一
般
に
、
そ
の
企
業
の
将

来
性
を
反
映
す
る
も
の
と
な
る
。
株
式
の
上
場
に
は
、
株
式

の
時
価
総
額
、
発
行
済
み
株
式
数
を
は
じ
め
、
株
主
数
、
株

主
資
本
の
額
、
利
益
の
額
な
ど
詳
細
な
基
準
が
設
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
審
査
を
ク
リ
ア
し
、
金
融
庁
の
承
認
を
得

る
必
要
が
あ
る
。
東
証
に
は
異
な
っ
た
基
準
値
に
よ
っ
て
一

部
と
二
部
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
二
部
上
場
後
に
一
部
に
指

定
替
え
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
場
企
業
と

は
、
資
金
と
自
社
の
評
価
を
社
会
一
般
に
求
め
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
よ
う
な
力
量
を
持
つ
企
業
は
多
く
の
場
合
、
大
企

業
と
言
わ
れ
る
会
社
で
あ
る
。
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東
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一
部
と
は
、
東
京
証
券
取
引
所
に
お
け
る
二
〇
二
二
年

四
月
三
日
ま
で
の
市
場
区
分
の
一
つ
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す
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本
文
発
表
当
時
、
東
証
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は
異
な
っ
た

基
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に
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さ
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せ
よ
、
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場
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は
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を
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あ
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。



訂正箇所 原文頁 行

【評価問題
集】64

下
資料 2 訂正文

＊柄を訂正
（凡例９の斜線に訂正）

※お持ちの刷では，上記の訂正内容が修正済みの場合がございます。
以上

1
資
料
に
つ
い
て
の
説
明
を
確
認
す
る

ま
ず
は
資
料
の
も
と
と
な
っ
た
調
査
に
つ
い
て
確

認
し
よ
う
。
い
つ
実
施
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
な
の
か
、

ど
の
程
度
の
数
の
市
町
村
が
回
答
し
た
の
か
、
と

い
っ
た
条
件
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
グ
ラ
フ
に
記
さ

れ
た
数
値
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

資
料
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と

で
あ
る
。

510

こ
こ
で
は
、
資
料
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

読
み
取
れ
る
か
を
確
認
し
、
そ
の
内
容
を
分
析

し
て
み
よ
う
。
さ
ら
に
、
自
分
の
住
む
地
域
が

【
資
料
2
】
の
①
〜
⑤
の
ど
れ
に
相
当
す
る
か

を
確
認
し
、
そ
の
課
題
と
解
決
方
法
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。

ス
テ
ッ
プ
1

【
資
料
1
】【
資
料
2
】
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
ま
と

め
て
み
よ
う
。

②人口 1万人以上
　5万人未満

③人口 5万人以上
　30万人未満

④人口 30万人以上
　100万人未満

⑤人口100万人以上
　の都市及び東京都
　の区（特別区）

総合計

①人口 1万人未満

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
3 1

8 6

14 3

0

0

11

11

37

119

135

52

10

1 2

317

25 1315 10919 68 8

56 52 43 52 154 73 22

63 81 55 72 129 23 18

8 8 20 9 17 30 2 7

4 1 8 5 61

154 173 128 161 433 166 61

1）人口減少や
若者の流出

2）財政赤字へ
の対応

3）格差・失業
や低所得者等
の生活保障

4）中心市街地
の衰退

5）コミュニティ
のつながりの
希薄化や孤独

6）経済不況や
産業空洞化

7）少子化・高
齢化の進行

8）農林水産業
の衰退

9）自然環境の
悪化

10）その他

＊…グラフ内の 119などの数字は回答数を表す。

＊

【資料 2】 地域における特に優先度の高い政策課題（市町村人口規模別）

191 実用の文章
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資
料
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の
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認
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は
資
料
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と
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っ
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調
査
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い
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認
し
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実
施
さ
れ
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、

ど
の
程
度
の
数
の
市
町
村
が
回
答
し
た
の
か
、
と

い
っ
た
条
件
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
グ
ラ
フ
に
記
さ

れ
た
数
値
の
意
味
を
理
解
す
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す
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。
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